
１．自動車基準調和世界フォーラムの目的
安全で環境性能の高い自動車を容易に普及させる観点か

ら、自動車の安全・環境基準を国際的に調和することや、政
府による自動車の認証の国際的な相互承認を推進すること
を目的としている。

２．自動車基準調和世界フォーラムの組織
自動車基準調和世界フォーラムは、国連欧州経済委員会

(UN/ECE)の下にあり、傘下に六つの専門分科会を有してい
る。分科会で技術的、専門的検討を行い、検討を経た基準
案の審議・採決を行っている。

３．自動車基準調和世界フォーラムのメンバー
欧州各国、１地域（ＥＵ）に加え、日本、米国、カナダ、オー

ストラリア、南アフリカ、中国、インド、韓国等（日本は1977年
から継続的に参加）、また、非政府機関（OICA（国際自動車
工業会）、IMMA（国際二輪自動車工業会）、ISO（国際標準
化機構）、CLEPA（欧州自動車部品工業会、SAE（自動車技
術会）等）も参加している。

４．自動車基準調和世界フォーラムの主な活動内容
次に掲げるそれぞれの協定に基づく規則の制定・改正作

業を行うとともに、それぞれの協定の管理・運営を行う。
・「国連の車両等の型式認定相互承認協定（略称）」
（1958年協定）
・「国連の車両等の世界技術規則協定（略称）」
（1998年協定）

自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）の概要

1958年協定
58カ国・１地域
167規則

1998年協定
39カ国・１地域
24規則
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1958年協定及び1998年協定の概要

１．協定の目的

１９５８年に締結された国連の多国間協定であり、自動車の装置ごとの安
全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相互承認を推進することによ
り、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通
の円滑化を図ることを目的としている。

２．締約国の状況

５８か国、１地域（EU）
日本は、平成10年（1998年）11月24日に加入
ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、
スペイン、セルビア、イギリス、オーストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィ
ンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、ギリシャ、クロア
チア、スロべニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、
ラトビア、ブルガリア、リトアニア、トルコ、アゼルバイジャン、マケドニア、欧州連合
（ＥＵ）、日本、オーストラリア、ウクライナ、南アフリカ、ニュージーランド、韓国、
マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア、カザフスタン、アルバニア、エジプト、
ジョージア、サンマリノ、モルドバ、アルメニア、ナイジェリア、パキスタン、ウガンダ、
フィリピン、アンドラ、ベトナム（下線はＥＵ加盟国、 はアジア諸国）

「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及
び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこ
れらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のため
の条件に関する協定」（１９５８年協定）

「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及
び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定」（１９９８年協定）

１．協定の目的

自動車とその部品の安全性と環境レベルの向上や国際流通の円滑化を
図る観点から、世界の知見を活かした装置毎の技術基準の策定及び当該
基準の１９５８年協定に基づく規則や各国法規への導入による基準の国際
調和を目的とした協定であり、日米ＥＵが主体的にその原案を作成し、国
連において、平成10年（1998年）に採択された。

２．締約国の状況

３９か国、１地域（EU）
日本は、平成11年（1999年）８月３日に加入
カナダ、米国、日本、フランス、イギリス、欧州連合（ＥＵ）、ドイツ、ロシア、中国、
韓国、イタリア、南アフリカ、フィンランド、ハンガリー、トルコ、スロべニア、スロバキ
ア、ニュージーランド、オランダ、アゼルバイジャン、スペイン、ルーマニア、ス
ウェーデン、ノルウェー、キプロス、ルクセンブルク、マレーシア、インド、リトアニア、
モルドバ、チュニジア、オーストラリア、カザフスタン、タジキスタン、ベラルーシ、サ
ンマリノ、ウズベキスタン、ナイジェリア、ウガンダ
（下線はＥＵ加盟国、 はアジア諸国）

３．基準の制定状況
167項目の協定規則（UN Regulation）を制定

３．基準の制定状況

24項目の世界統一技術規則（UNGTR）を制定


